
令和８年５月調達分 「七尾市指定ごみ袋の外袋」広告主募集要領 

 

１ 目的 

 この要領は、七尾市有料広告掲載の取扱いに関する要綱（平成１８年七尾市告

示第６７号）に基づき、七尾市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規

則（平成１８年七尾市規則第３３号）に規定する家庭系の可燃性の一般廃棄物の

搬出用に市長が指定する袋（以下「市指定ごみ袋」という。）への広告の掲載に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 広告媒体の種類 

種類 印刷組数（予定） 
店頭販売開始時期（予

定） 

市指定ごみ袋 大・平型 １５０，０００組 令和８年５月以降 

市指定ごみ袋 中・平型 ２５，０００組 

市指定ごみ袋 小・平型 ６，０００組 

※ 店頭販売開始時期は予定である。先行調達分の在庫がなくなり次第順次出

荷される。広告が掲載されたごみ袋が実際に店頭に並ぶ時期を確約するもの

ではない。 

※ 広告掲載の終了時期は、店頭在庫がなくなるまでとなる。 

※ 販売状況により店頭で新旧の在庫が混在することがある。場合によっては、

同時期に広告主が異なるごみ袋が販売されることがある。 

 

３ 広告の掲載位置、規格等 

（１）外袋の表面に掲載します。 

（２）広告の文字色、サイズは次のとおりです。 

種類 広告文字色 広告枠のサイズ 

市指定ごみ袋 大・平型 白地に青色 概ね 横 187mm・縦 74mm 

市指定ごみ袋 中・平型 概ね 横 165mm・縦 65mm 

市指定ごみ袋 小・平型 概ね 横 128mm・縦 50mm 

 

４ 広告掲載料  １枠４００，０００円 

 

５ 広告の作成 

広告主が、掲載サイズ内で広告原稿を作成し、電子データ及び紙で提出する。 

 

６ 募集対象 県内に住所又は事業所を有する事業者 

 

７ 応募上の注意 



掲載できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号に該当しない

ものとする。 

（１）市の印刷物等の公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条に掲げる営業に該当するもの 

（３）政治活動、宗教活動若しくは個人的宣伝、意見広告その他これらに類す

るもの 

（４）公序良俗に反するおそれのあるもの 

（５）市民に不利益を与えるおそれのあるもの 

（６）虚偽または誇大な表現その他表示の方法が不適切なもの 

（７）その他、掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの 

 

掲載に適すると認められる応募が、募集した枠数を超える場合は、抽選により

決定する。 

 

８ 募集期間 令和７年１２月５日 から 令和８年１月８日 まで 

 

９ 提出書類 

（１）七尾市広告掲載申込書（様式第１号） 

（２）広告原稿を添付 

 

１０ 提出方法 

（１）持参する場合・・・窓口での受付は、募集期間内の平日、午前８時３０

分から午後５時１５分まで 

（２）郵送の場合・・・・一般書留又は簡易書留を利用すること。なお、締め

切りを過ぎて到着したものは失格とする。 

また、封書に「指定ごみ袋広告掲載申込書」である

旨を記載するものとする。 

 

１１ 提出先、問い合わせ先 

〒９２６－８６１１ 石川県七尾市袖ケ江町イ部２５番地 

七尾市市民生活部環境課（本庁１階）（担当：門下、山口） 

ＴＥＬ．０７６７－５３－８４２１ 


